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衆
議
院
議
員
滝
実
君
提
出
耐
震
強
度
偽
装
事
件
の
被
害
者
へ
の
公
的
支
援
策
に
関
す
る
第
三
回
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
八
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
は
、
建
築
物
の
構
造
に

関
す
る
安
全
性
を
確
か
め
る
た
め
に
用
い
る
複
数
の
構
造
計
算
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
国
土
交
通
省
と
し
て

は
、
設
計
者
の
判
断
に
よ
り
適
切
な
構
造
計
算
が
選
択
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

今
回
の
構
造
計
算
書
の
偽
装
問
題
（
以
下
「
偽
装
問
題
」
と
い
う
。
）
を
受
け
、
指
定
確
認
検
査
機
関
（
建
築
基
準
法

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
七
条
の
二
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
確
認
検
査
機
関
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
へ
の
立
入
検
査
な
ど
に
よ
り
同
法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
六
条
の
二
第
一
項
の
確
認
（
以
下
「
建
築
確
認
」
と
い

う
。
）
に
関
す
る
事
務
の
総
点
検
を
行
う
と
と
も
に
、
社
会
資
本
整
備
審
議
会
建
築
分
科
会
に
お
い
て
、
建
築
物
の
安
全
性

確
保
の
た
め
の
建
築
行
政
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
同
分
科
会
が
平
成
十
八
年
二
月
二

十
四
日
に
取
り
ま
と
め
た
中
間
報
告
に
お
い
て
は
、
偽
装
問
題
の
再
発
防
止
の
観
点
か
ら
、
建
築
主
事
（
同
法
第
四
条
第
一

項
に
規
定
す
る
建
築
主
事
を
い
う
。
）
又
は
指
定
確
認
検
査
機
関
が
建
築
確
認
を
行
う
場
合
に
、
一
定
の
建
築
物
に
つ
い
て

一



は
、
第
三
者
機
関
に
よ
る
構
造
計
算
書
の
内
容
の
審
査
を
義
務
付
け
る
こ
と
等
が
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
、
同
報

告
を
踏
ま
え
、
建
築
物
の
安
全
性
確
保
の
た
め
、
建
築
確
認
制
度
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
。

三
に
つ
い
て

か

し

御
指
摘
の
瑕
疵
担
保
責
任
の
追
及
に
つ
い
て
は
、
偽
装
問
題
に
係
る
危
険
な
分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
の
買
主
で
あ
る
居
住
者
が

当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
の
売
主
で
あ
る
建
築
主
に
対
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
が
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
と
し
て
も
、
当
該
居
住

者
が
売
主
に
対
し
て
有
し
て
い
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
う
ち
当
該
居
住
者
に
対
し
て
行
っ
た
公
的
な
支
援
に
見
合
う
額
の
請

求
権
を
取
得
す
る
こ
と
等
に
よ
り
当
該
建
築
主
に
対
す
る
責
任
の
追
及
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
、
御
指
摘
の
「
買
主
に
対

し
て
不
当
利
得
の
返
還
を
求
め
る
」
こ
と
は
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

今
回
の
公
的
な
支
援
は
、
助
成
の
対
象
と
な
る
者
に
つ
い
て
所
得
要
件
を
設
け
て
い
な
い
助
成
制
度
も
含
め
た
類
似
の
財

政
措
置
と
の
均
衡
に
配
慮
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

今
回
の
公
的
な
支
援
を
行
う
こ
と
と
し
た
理
由
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
十
八
年
二
月
十
日
内
閣
衆
質
一
六
四
第
三
九

二



号
）
二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
り
、
今
回
の
偽
装
問
題
に
係
る
関
係
者
の
法
的
責
任
に
つ
い
て
は
、
最
終
的
に
は

司
法
の
場
に
お
い
て
個
別
具
体
の
事
実
関
係
に
即
し
て
判
断
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

自
然
災
害
に
よ
る
住
宅
被
害
に
つ
い
て
、
被
災
者
の
住
宅
再
建
に
対
し
て
地
方
公
共
団
体
が
助
成
し
よ
う
と
す
る
場
合
に

は
、
今
回
の
公
的
な
支
援
に
活
用
し
た
地
域
に
お
け
る
多
様
な
需
要
に
応
じ
た
公
的
賃
貸
住
宅
等
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別

措
置
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
七
十
九
号
）
に
基
づ
く
地
域
住
宅
交
付
金
等
の
活
用
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

三


